
 

 

～3,000 ㎡（又は 900 ㎡）以上の土地の形質の変更を行う場合は、事前の届出が必要です～ 

 

 

 

 

 

 

<法第 4 条第 1 項の手続の流れ> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 工事に係る土壌汚染対策法の届出をお忘れなく！ 

土壌汚染対策法（平成14年法律第53号）第 4条第 1項の規定に基づき、一定の規模以上の土地

の形質の変更（工事）を行う場合、着工の30日前までに都道府県知事等に届出が必要です。 

届出をしないで、又は虚偽の届出をして、土地の形質の変更をした者は、同法第 66条第 2号の規

定により、三月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処されます。 

面積要件には盛土、土壌の仮置き、舗

装の撤去・敷設、地盤改良などの区域も

加算します。また、50cm以上の掘削の

判断には杭打ち、鋼矢板打設なども含

みます。 

※原地盤の形質が変更されるか否かで

判断して下さい。掘削の行為だけが

対象ではないことにご注意下さい。 

 

注意１：土地の形質の変更の対象 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 未届事案を防止するための取組事例  

・開発行為に係る法手続のチェックリストの作成 

・予算編成にあたっての留意事項に係る資料の作成 

・部内で届出の対象となる工事の年間予定表を作成 

・国等のパンフレット等を用いた職員の勉強会の開催 

・建築確認申請前の手続リストへ土壌汚染対策法の届出を追加 

・開発行為に係る他の法手続を契機に職員間で注意喚起 

  

<開発行為に係る届出等が規定されている法令の例> 

都市計画法（第 29 条関係） 農地法（第 4 条、第 5 条関係） 騒音規制法（第 14 条関係） 

建築基準法（第 6 条関係） 農業振興地域整備法（第 15 条関係） 振動規制法（第 14 条関係） 

工場立地法（第 6 条関係） 宅地造成等規制法（第 8 条関係） 森林法（第 10 条、第 34 条関係） 

土地改良法（第 96 条関係） 急傾斜地崩壊防止法（第 7 条関係） 文化財保護法（第 93 条関係） 

道路法（第 24 条関係） 自然公園法（第 20、21、33 条関係） 地方自治体ごとの各種条例等 

 

※届出の有無の判断に迷う場合などは、土壌汚染対策法を所管する都道府県又は政令市の各担当部署 

（https://www.env.go.jp/water/dojo/law/mado.html）にお問い合わせ下さい。 
 

環境省水・大気環境局土壌環境課 

届出対象外となる軽易な行為とは、3要件のいずれにも該当する必要があります。 

・土地の形質の変更を行う土地の区域外に土壌を搬出しない。 

・土地の形質の変更に伴い土壌の飛散または流出が生じない。 

・土地の形質の変更に係る部分の深さ（掘削深度）が全て50cm未満である。 

なお、通常の農業、林業の作業路網の整備で区域外に土壌を搬出しない行為、非常災害のために必

要な応急措置、鉱山関係の土地では届出は必要ありません。 

一体と見なすことができる工事は、

工区（発注年度）が分かれていても、飛

び地になっていても、基本的には、それ

らを統合した面積が届出の対象となり

ます。同一の事業計画や目的の下で行

われるものであり、個別行為の時間的

近接性、実施主体等から総合的に判断

されます。 

 

 

<一体と見なすことができる工事の定義>

「同一の事業の計画や目的の下で行われる

ものであるか否か、個別の行為の時間的近接

性、実施主体等を総合的に判断」（環水大土

発第 1903015 号環境省水・大気環境局長通

知 平成 31年 3 月 1日より抜粋） 

注意２：一体と見なすことができる工事は総面積でカウント 

 

注意３：対象外になる工事は 3要件とも該当すること 

 

https://www.env.go.jp/water/


 

 

 

 

１ ねらい 
 

 一定規模以上の土地を改変しようとする

者（以下「土地改変者」という。）に対し、

土地改変時における土地履歴調査の実施な

ど、一連の措置を義務づけることにより、

土壌の汚染の有無を明らかにするととも

に、汚染の拡大防止を図ります。 

 

 

２ 対象者（土地改変者） 
 

○ 都市計画法第29 条第1 項又は第2 項

の規定により許可を受けなければならな

い行為（行為に係る面積が 1,000m2 以

上のものに限る。）をしようとする者 

○ 宅地造成及び特定盛土等規制法第 12

条第 1 項により許可を受けなければなら

ない行為（宅地造成又は特定盛土等であ

って、行為に係る面積が 1,000 m2以上

のものに限る。）をしようとする者 

 

 

３ 内容 
 

（１）土地履歴調査・土壌汚染確認調査 

 土地改変者は、あらかじめ、改変をしよ

うとする土地について、過去の土壌関係特

定事業場注の設置状況等についての調査（土

地履歴調査）を実施し、その結果を知事に

報告しなければなりません。 

 また、土壌関係特定事業場の設置が確認

された場合は、過去に取り扱っていた土壌

関係特定有害物質について、物質の種類ご

とに汚染のおそれが最も大きいと認められ

る地点で、土壌の汚染状況の確認のための

調査（土壌汚染確認調査）を実施し、その

結果を知事に届け出なければなりません。 

 

･･････････････････････････････ 

注 土壌関係特定事業場 

  汚水等関係特定事業場〔汚水等関係特定施設を

設置する工場又は事業場のうち、土壌関係特定有

害物質（土壌汚染対策法第 2 条第 1 項に規定する

鉛等 26 物質）を取り扱ったことのあるものに限

る。〕、ガソリンスタンド又は射撃場 

 

  

 

 

（２）汚染拡散防止計画書 

 土地改変者は、土壌汚染確認調査の結果、

当該土地の土壌の汚染の状況が基準に適合

しないことが判明したときは、土地改変に

着手する日の 1４日前までに、土地の汚染

土壌の拡散を防止するための計画書（汚染

拡散防止計画書）を作成し、知事に提出し

なければなりません。 

 

（３）必要な措置の実施 

 土地改変者は、汚染拡散防止計画書の内

容に従って必要な措置を実施しなければな

りません。 

 

 

４ 施行期日 
 

 平成 16 年 10 月１日 

 

 

広島県生活環境の保全等に関する条例（土壌環境の保全）の概要 

 

過去に土壌関係 

特定事業場が設置
されていた場合 

基準を超過した
場合 

調査結果の 
報告 
 
 
 
 
 
 
調査結果の 
届出 
 
 
 
 
 
 
土地改変に 
着手する日 
の1４日前 
までに計画 
書の提出 

 

 

 

 

【土地改変者】 【知事】 

報告等の窓口は、管轄の県厚生環境事務所（支所）・

広島市・呉市・福山市です。（問合せ先一覧参照） 

土地履歴調査の実施 

必要な措置の実施 

土壌汚染確認調査の実施 

汚染拡散防止計画書の作成 

令和５年９月現在 



・広島県内において一定規模以上の土地の形質の変更（改変）をしようとする場合は、土壌汚染対策

法又は広島県生活環境の保全等に関する条例が適用されます。 

・適用関係は概ね次の判定フローチャートのとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yes 

Yes 

No 

Yes 

 土壌汚染状況調査 

が必要（法） 
履歴調査の結果、

過去に有害物質取

扱事業場が設置さ

れていた場合 

No 

①要措置区域又は形質変更
時要届出区域であるか？ 

Yes 
注２ 

No 

②有害物質使用特定施設の 

使用廃止事業場の土地か？ 

土地履歴調査 

結果報告が必要 

（条例第 40 条） 

土壌汚染対策法の適用 

（法第７条、第９条、第 12 条）要相談 

No 

形質変更届出が必要 

（法第３条第７項） 

Yes 

No 

形質変更届出が必要 

（法第４条第１項） 

No 

⑤ただし書確認を受けた土地の 
土地の形質変更面積注１は 900ｍ２以上あるか？ 

 

No 

法及び条例の 

適用なし 

⑦都市計画法第 29 条第１項又

は第２項に基づく開発行為の

許可又は、宅地造成及び特定

盛土等規制法第 12 条第１項

に基づく宅地造成又は特定盛

土等の工事の許可が必要で且

つ当該許可に係る土地の面積

は 1,000ｍ２以上注４あるか？ 

Yes 
注３ 

土壌汚染のおそ

れがある場合 

土壌汚染確認調査等 

が必要（条例） 

 

令和５年９月 広島県環境県民局環境保全課作成 

知
事

（市
長
）
が
土
壌
汚
染
状
況
調
査
の 

一
時
的
免
除
の
確
認
を
取
消
し 

Yes 

法及び条例の 

適用なし 

注１：掘削部分及び盛土部分の合計。 
離れた土地であっても一連の行為である場合は、面積を合算すること。 

注２：次のいずれかに該当する場合は、「No」に進む。 
ⅰ 盛土しか行わない場合 
ⅱ 形質変更の深さが最大 50cm 未満であって、当該土地の形質の変更の対象となる土地の 

区域外への土壌の搬出を行わず、土壌の飛散又は流出を伴わない行為 
ⅲ 農業を営むために通常行われる行為であって、区域外への土壌の搬出を行わない行為 
ⅳ 林業の用に供する作業路網の整備であって、区域外への土壌の搬出を行わない行為 
ⅴ 鉱山関係の土地において行われる土地の形質の変更 
ⅵ 土壌汚染がない土地として指定された土地（広島県内該当なし） 

注３：次のいずれかに該当する場合は、「No」に進む。 
ⅰ 盛土しか行わない場合 
ⅱ 形質変更の深さが最大 50cm 未満であって、当該土地の形質の変更の対象となる土地の 

区域外への土壌の搬出を行わず、土壌の飛散又は流出を伴わない行為 
ⅲ 鉱山関係の土地において行われる土地の形質の変更 

注４：当該許可に係る土地の面積には、法第３条第７項の届出を要しない行為に係る土地を含む。 

③ただし書確認を受け、土壌汚染 

 状況調査の一時的免除中の土地か？ 

 

各機関で指定区域、 

有害物質使用特定施設 

設置又は使用廃止事業場の 

情報提供を行っています。 

法及び条例の適用がない場

合であっても、自主的な土

壌汚染状況調査の実施を妨

げるものではありません。 

④土地の利用方法の変更を
伴う形質の変更か？ 

あるか？ 土地利用方法の変更届出が必要 

（法第３条第５項） 

⑥土地の形質変更面積注１は 3,000ｍ２以上 

有害物質使用特定施設設置事業場 
の土地においては 900 ㎡以上 

 

知事（市長）が調査命令を発出 

判定フローチャート  

形質変更の範囲がただし書確認を受けた

土地以外にもある場合は⑥に進む。 

土地を切売りすると

き、一般の人が立入

可能になるときなど 

スタート 

平成 31 年４月以降の 

土壌汚染対策法と広島県生活環境の保全等に関する条例の適用関係について 
～土地の形質変更（改変）に係るもの～ 

 

注３の場合は 

⑦に進む。 


